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国際教育研究所紀要投稿規程 

（目的）  

第 1 条 国際教育研究所紀要（以下「紀要」という。）は、国際教育研究所（以下、「研究

所」という。）における研究の成果を公表することにより、教育研究の発展に寄与するこ

とを目的とする。  

 

（投稿資格）  

第 2 条 紀要に投稿できる者は次の各号の通りとする。  

(1) 所長及び研究員  

(2) 加計学園グループの教職員  

(3) 紀要編集会議（以下、「編集会議」という。）が承認した者  

 

（編集会議）  

第 3 条 編集会議は、紀要の企画、原稿の募集、原稿の採否、編集および発刊を行う。  

２ 編集会議は、別に定める「国際教育研究所紀要編集会議に関する申合せ」に基づいて

運用する。  

 

（投稿原稿内容）  

第 4 条 投稿原稿の内容は、未公刊（口頭発表を除く）のものに限る。  

２ 投稿原稿の種類は、「研究論文」、「調査・報告」、「翻訳」、「その他」の 4 種とする。  

 

（投稿の申込）  

第 5 条 紀要に投稿しようとする者は、「紀要投稿申込書」（様式Ⅰ）を 10 月末日までに提

出しなければならない。   

 

（投稿原稿の作成）  

第 6 条 投稿原稿は、別に定める「国際教育研究所紀要執筆要項」に基づいて作成する。  

 

（投稿原稿の提出）  

第 7 条 完成原稿を 12 月末日までに編集会議に提出するものとする。 

 

（投稿原稿の掲載）  

第 8 条 紀要への掲載の可否及び掲載順序は、編集会議が決定する。  

 

（紀要の発刊と公開）  

第 9 条 紀要の発刊は、毎年度１回を原則とする。  

2 紀要は研究所公式サイト上で公開するものとする。著作者は、公開を許諾するための

「紀要投稿原稿電子化公開許諾書」（様式Ⅱ）を提出しなければならない。  



2 

 

（著作権の帰属）  

第 10 条 掲載された論文等の著作権は、研究所に帰属する。著作者は、「著作権譲渡同意

書」（様式Ⅲ）を提出しなければならない。  

 ２ 「著作権譲渡同意書」第 5 項に示す権利等については、著作者に帰属するものとす

る。  

 

（研究倫理）  

第 11 条 投稿原稿は、研究上の一般的な倫理および研究主題に関連した倫理を遵守したも

のに限る。  

2 投稿原稿は、個人情報の保護への配慮等に十分注意して作成しなければならない。  

3 剽窃はもとより、他の著作物から引用する場合、第三者の著作権が侵害されることの

ないよう、最大限留意しなければならない。  

4 投稿に際しては、その内容を保証するために「不正行為の防止及び対応に関する保証

書」（様式Ⅳ）を提出しなければならない。  

 

（改廃）  

第 12 条 この規程の改廃は、所長と研究員による所員会議の議を経てセンター長が決定す

る。  

 

附則  

この規程は、令和 3 年 9 月 1 日より施行する。  

この改正規程は、令和 5 年 5 月 9 日より施行する。  

 

 


